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衆
議
院
議
員
玉
木
雄
一
郎
君
提
出
「
国
民
の
健
康
寿
命
が
延
伸
す
る
社
会
」
に
向
け
た
予
防
・
健
康
管
理
に
係
る
取
組
の
推

進
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
玉
木
雄
一
郎
君
提
出
「
国
民
の
健
康
寿
命
が
延
伸
す
る
社
会
」
に
向
け
た
予
防
・
健
康
管
理
に
係
る
取
組

の
推
進
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
予
防
・
健
康
管
理
に
係
る
取
組
」
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
を
本
部
長
と
す

る
健
康
づ
く
り
推
進
本
部
を
設
置
し
、
生
活
習
慣
病
の
予
防
、
高
齢
者
の
介
護
予
防
、
後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進
等
に
関
す

る
施
策
の
推
進
に
つ
い
て
、
同
省
の
関
係
部
局
が
連
携
し
、
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
各
取
組
」
の
効
果
額
に
つ
い
て
は
、
重
複
が
あ
り
得
る
が
、
そ
の
内
訳
は
「
レ
セ
プ
ト
・
健
診
情
報
等
を
活

用
し
た
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
の
推
進
」
が
約
〇
・
三
兆
円
、
「
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
等
を
通
じ
た
生
活
習
慣
病
予
防
の
推

進
」
が
約
二
・
四
兆
円
、
「
た
ば
こ
を
や
め
た
い
人
を
支
援
す
る
た
ば
こ
対
策
の
推
進
」
が
約
〇
・
三
兆
円
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
が
平
成
二
十
五
年
八
月
三
十
日
に
公
表
し
た
「
『
国
民
の
健
康
寿
命
が
延
伸
す
る
社
会
』
に
向
け
た
予
防
・

健
康
管
理
に
係
る
取
組
の
推
進
」
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
効
果
額
」
に
つ
い
て
、
平
成
三
十
七
年
度
に
約
一
・
〇
兆
円

一



と
推
計
し
た
が
、
当
該
推
計
は
、
「
後
発
医
薬
品
の
さ
ら
な
る
使
用
促
進
の
た
め
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
（
平
成
二
十
五
年
四

月
五
日
厚
生
労
働
省
公
表
。
以
下
「
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
平
成
二
十
九
年
度
に
後
発
医
薬
品
の
数
量
シ

ェ
ア
を
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
す
る
と
い
う
目
標
を
達
成
し
た
上
で
、
当
該
数
量
シ
ェ
ア
が
少
な
く
と
も
平
成
三
十
七
年

度
ま
で
は
下
が
ら
な
い
と
仮
定
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進
策
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
は
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
基
づ
き
実
施
し
て
い
く

こ
と
と
し
て
い
る
が
、
平
成
三
十
年
度
以
降
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
当
該
数
量
シ
ェ
ア
の
目
標
の
達
成
状
況
等
を
踏
ま
え
て
、

今
後
、
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

四
に
つ
い
て

高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
に
つ
い
て
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
定
期

の
予
防
接
種
（
以
下
「
定
期
接
種
」
と
い
う
。
）
を
平
成
二
十
六
年
十
月
か
ら
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
二
十
三
価
肺
炎

き
ょ
う

球
菌
莢
膜
ポ
リ
サ
ッ
カ
ラ
イ
ド
ワ
ク
チ
ン
を
用
い
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
沈
降
十
三
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日
に
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五

年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
四
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
製
造
販
売
の
承
認
事
項
の
一
部
変
更
が
承
認
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

二



あ
り
、
今
後
、
厚
生
科
学
審
議
会
に
お
い
て
、
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
定
期
接
種
に
用
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
ま
い

り
た
い
。

五
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
保
健
医
療
及
び
福
祉
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
認
知
症
初
期
集
中

支
援
チ
ー
ム
に
よ
り
認
知
症
の
症
状
の
悪
化
を
防
止
す
る
た
め
の
支
援
等
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
運
動
、
栄
養
、
社
会
交

流
、
趣
味
活
動
等
の
日
常
生
活
の
中
で
の
取
組
が
認
知
機
能
の
低
下
の
予
防
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
そ
の

具
体
的
な
方
法
等
を
示
し
た
介
護
予
防
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
、
広
く
配
布
す
る
な
ど
、
今
後
と
も
、
認
知
症
の
早
期
発
見

及
び
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
予
防
に
向
け
た
取
組
を
推
進
し
て
ま
い
り
た
い
。

三


